
申請者（個人） 豊見城市（生活環境課） 近隣住民等 備　　考

墓地等の経営許可及び変更許可に係る手続フロー(個人墓地)

計画立案

計画協議書提出

指導助言内容確認

標識の設置(様式第12号)

標識設置届提出

意見の確認

意見者との協議

協議内容の報告

許可申請書提出

許可書受理

工事着手届

工事完了届

工事完了検査済証受

墓地使用開始

相談

協議書受理

指導・助言

審査

計画事実を確認

設置届受理
標識設置後

速やかに

説明会の参加意見の申出

申請者との協議

報告書受理、公表

申請書受理

許可通知・許可証交付

不許可通知

審査

または

工事着手届受理

工事完了届受理

工事完了検査済証交付

完了検査

条例第11条第１項から第３項

計画協議書（様式第10号）

条例第11条第４項

計画協議回答書(様式11号)

条例第12条第１項から第２項

標識設置届出書（様式第13号）

条例第14条第１項

意見書(様式第16号)

条例第14条第２項

条例第22条

条例第４条第１項及び第2項

墓地等経営許可申請書(様式第1号)

条例第６条

墓地等経営許可通知書（様式第4号）

不許可通知書（様式第5号）

条例第16条第２項

墓地等工事着手届（様式第18号）

条例第17条第１項

墓地等工事完了届（様式第19号）

条例第17条第２項

工事完了検査済証（様式第20号）

条例第17条第３項

意見書受理
正当な理由があると

認める場合

協議実施後

30日以内

条例第14条第３項

協議結果報告書(様式第17号)

45日間設置し、その期間中意見を募る。

※隣接地主に対しては意見を聴取するよう指導。

必要に応じて勧告


